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川口市の高齢者施設対象の COVID-19に関する研修実施報告

全国自治体との比較
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目的 高齢者施設等（以下，施設という）や医療機関の感染対策の知見を含めた研修を実施した川

口市と他の自治体の実施した施設対象のCOVID-19に関する研修内容等を比較し，文献等に基

づき考察することにより，保健所の行政医師等が感染対策で得た知見を説明することの重要性

を明らかにし，自治体の支援のあり方を検討することを目的とした。

方法 ホームページに掲載されている川口市および他の地方自治体による施設対象の COVID-19

の感染拡大防止策に関する研修内容等を比較した。

活動内容 川口市では，保健所の行政医師が講師となり，施設を対象に，オンデマンドにより，感

染対策の助言で得た知見に基づく感染対策や職員および利用者の健康管理と感染の早期探知な

どの COVID-19の感染拡大防止策について説明した。2022年 3 月から 9 月の期間に，68自治

体が，施設の研修についてホームページに掲載していた。研修講師は，感染管理認定看護師が

29自治体（42.6），医療機関医師が22自治体（32.4），感染症専門医が 8 自治体（11.8）

であり，35自治体（51.5）は自治体職員，保健所職員，行政医師のいずれかが講師であった。

研修資料掲載のある41自治体の説明内容については，手指衛生が39自治体（95.1），PPEの

着用に関する感染予防が38自治体（92.7），職員の健康管理が37自治体（90.2）であった

が，利用者の健康管理は24自治体（58.5），換気は21自治体（51.2）だった。川口市を含

む一部の自治体では，職員や利用者の感染の早期探知の具体的な手法について説明していた。

結論 自治体が施設対象の COVID-19等の感染対策の研修を行うにあたり，職員と利用者の健康

管理やエビデンスのある感染の早期探知の方法を説明する必要があること，施設等との関わり

で得た知見を活用し，地域の感染対策の課題を踏まえて，保健所の行政医師等が説明すること

が重要であると示唆された。
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 は じ め に

川口市は，埼玉県南部に位置し，人口は605,545

人（2022年 1 月 1 日現在)1)，2018年 4 月の中核市

移行にともない保健所が設置された。川口市におい

ては，介護老人保健施設，特別養護老人ホーム等の

介護保険事業所等の施設指導は，福祉部介護保険課

が行っている。高齢者施設等における感染症の発生

時には，感染症担当課である市保健所疾病対策課が

調査を行い，拡大防止のための助言を行っている。

2020年以降の高齢者施設等（以下，施設という）

における COVID-19クラスター発生2)を受け，国で

は，医療提供体制への負担を軽減するため，施設に

おいて，重症化リスクの高い利用者や職員対象の検

査の実施を積極的に勧め3)，陽性者の早期発見の対

策を推進するとともに，クラスターの発生した施設

に専門家を派遣するなど4)，感染拡大防止に努めて

いた。施設の感染拡大防止策について，海外では，

病状悪化の指標のチェックリスト等をもとに利用者

の健康状態をモニタリングし，早期に医療につなげ

る対策が実施され5)，COVID-19蔓延後，職員が利

用者の感染を早期に気づくことができる早期探知の

重要性が増している6)。

保健所は業務として，施設や医療機関の感染対策
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について，法に基づき助言を行い，地域の感染対策

の課題を把握している。しかしながら，川口市保健

所（以下，市保健所という）は，患者発生時には，

それぞれの施設の課題に対応した感染対策を示して

いたが，根拠に基づく望ましい COVID-19感染拡

大防止策を具体的に示していなかった。また，市保

健所では，2020年12月までに，施設に対し，感染症

に関しての研修や，職員による定期的な感染予防の

巡回指導等を実施していなかった。

本稿では，2020年 4 月から2021年 3 月の期間に10

施設において COVID-19クラスター発生があった

川口市において，市保健所が施設職員（以下，職員

という）等に対し，施設や医療機関の感染対策の関

わりで得た知見も含めて，感染対策に関する指導が

必要と考え実施した研修会7)について報告する。加

えて，川口市の実施した研修の内容等について，他

の自治体と比較するとともに，文献等に基づき考察

し，保健所が業務で得た知見に基づいた感染対策を

研修で説明することの重要性を明らかにするととも

に，施設への感染対策に関する支援のあり方を検討

する。

 方 法

. 川口市の研修

第 2 回 COVID-19緊急事態宣言下で外出の自粛

等の要請のあった2021年 1 月，市介護保険課と協力

のうえ，施設に対し，より多くの職員に研修に参加

してもらうため，オンデマンドによる研修会7)を実

施した。

川口市内の748施設に対して，市介護保険課か

ら，市保健所による COVID-19等の感染対策の研

修について受講するよう，メール，川口市ホーム

ページ（以下，HP という）により周知した。あわ

せて，厚生労働省から依頼があり，同省 HP にリン

クが貼られた8)。研修は，行政医師が講師となり，

Microsoft Powerpoint に録音し（76スライド，35分

42秒），YouTube にアップロードし視聴してもらっ

た。

. 川口市と他自治体の研修内容の比較

自治体は保有データを積極的に HP などで公開す

ることが求められており9)，資料提供に伴う各自治

体の負担を考慮して，川口市と各自治体 HP に掲載

されていた COVID-19に関する研修内容，講師，

HP 掲載部門，実施方法について比較，検討した。

川口市以外の自治体の研修内容の検討については，

HP に研修資料を掲載していた自治体のみとした。

動画のデータについては，データが消去される可能

性があるため，動画のみ掲載していた自治体は検討

しなかった。施設に対する感染対策に関する国の指

針は2020年10月に示され10)，その内容は2021年 3 月

において変更されていない11)ことから，2021年 1 月

に実施した川口市の研修内容を，2022年 3 月から 9

月に HP で入手した他の自治体の研修資料と比較し

て差し支えないものと判断した。

本検討は，自治体 HP で公表されている情報につ

いて行った。ヒトや動物を対象とした医学系の研究

ではないので，倫理審査委員会の審査の適用外と判

断した。

 活 動 結 果

. 川口市の研修内容

川口市の研修の内容について，表 1 に示す。

手指衛生については，手指消毒薬の量と目安およ

び設置場所，接触者からの感染予防等については，

検査対象となる接触者の具体例や接触者リストの作

成，感染疑い利用者等からの感染予防等について

は，個室管理，協力医療機関等への連絡，あわせ

て，感染拡大防止策については，陽性者等判明時の

協力医療機関，保健所，介護保険課への連絡，施設

内情報共有，トイレ利用時の感染予防，患者発生時

のリハビリ，換気を説明した。

職員や利用者の健康管理のポイントや感染の早期

探知の方法については，体温の測定のタイミング，

健康管理票による健康管理，COVID-19を疑う基準

の作成と職員への周知，職員の有症状時の報告体

制，入所予定者の健康診断と行動履歴の把握，過去

に発熱が認められる利用者についての協力医療機関

等への相談，疑いの症状がある利用者・職員等の受

診，PCR 検査，就業（利用）制限と解除等につい

て，協力医療機関等と相談しておくことを説明し，

体調のデータ管理，基準に基づく COVID-19の探

知，協力医療機関等との連携の重要性を示した。

. 川口市を含む全国の自治体の研修内容等

2022年 3 月から 9 月の期間に，47都道府県，20政

令指定都市，62中核市，東京都23区の自治体の HP

を閲覧し，自治体が実施した施設対象の研修につい

て項目別に整理した。自治体 HP において，施設対

象の研修実施について掲載していたのは，40都道府

県，8 政令指定都市，17中核市，3 東京23区特別区

の68自治体だった（表 2）。京都府と京都市は2020

年と2021年度，共催で研修を実施していた。

研修実施を掲載していた自治体部門は，福祉が51

自治体（75.0）と多く，研修の実施方法は，オン

デマンドが45自治体（66.2），研修資料の HP 掲

載が41自治体（60.3）（うち，川口市は動画デー

タのみ掲載）であり，対面の研修会開催は23自治体
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表 川口市保健所の COVID-19に関しての説明項目

説 明 項 目 具 体 的 内 容

新型コロナウイルスの特徴 感染経路，ウイルスの生存期間

PPE の着用に関する感染予防 脱衣時の感染予防

手指衛生 手指消毒薬の量と目安，設置場所

職員の感染予防・健康管理 三密の回避，体温測定のタイミング，有症状の際の報告体制，健康管理票を利

用した健康管理

接触者からの感染予防と検査等 検査の対象となる接触者の具体例，接触者リストの作成，健康管理票による健

康管理

清掃 共用部門の清掃は職員，委託業者が実施，病院の床の清掃の例

高頻度接触面の清拭の方法 高頻度接触面の具体例，清拭の方法

利用者の健康管理 体温測定，感染を疑う症状の基準の作成と職員への周知，入所予定者の健康診

断と行動履歴の把握，通所者の体温測定

陽性者からの感染予防 食事場所・トイレ等をわけること，職員の専任化

ゾーニング 病院のゾーニングの例と施設で行う場合の課題

感染疑い利用者等からの感染予防等 個室管理や間隔をあけること，職員の PPE の着用，協力医療機関等の連絡

陽性者等の食事 弁当，使い捨て食器の利用，ごみの保管と回収

関係機関への連絡 協力医療機関，保健所，介護保険課への連絡

陽性者等判明時の施設内情報共有 職員，家族への周知

換気 窓の開放

陽性者等のリネン・衣類の取り扱い 水溶性ランドリーバッグ等の利用

陽性者等の入浴 シャワーまたは清拭，ゾーンを超えてのシャワーを共用しないこと，共用の際

には時間を決めること

職員の研修 PPE の脱衣，ゾーニングのシミュレーション

PPE 等の備蓄 PPE 等，消毒液等の在庫数を確認，不足資材等の調達

陽性者等のトイレ利用時の感染予防 トイレの割り当て，高頻度接触面の清拭，ポータブルトイレの洗浄と消毒

人員の確保 職員感染の場合の必要人員の推定と確保

消毒薬の種類・扱い等 熱水・塩素系漂白剤・洗剤

陽性者等の廃棄物の処理・保管等 廃棄容器の 8 割以上になる前に交換すること，感染性廃棄物に準じた取り扱い

患者発生時のリハビリ 同じ時間帯，場所での実施人数を減らすこと，ソーシャルディスタンスの確保
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（33.8）だった（表 2）。対面もしくは Web によ

り研修を実施した40自治体では2020年 4 月から2022

年 8 月に研修を実施していた。

研修の講師は，感染管理認定看護師が29自治体

（42.6），医療機関医師（感染症専門医かどうか確

認できない医師を含む）が22自治体（32.4），自

治体職員（保健所職員を除く）が21自治体（30.9），

行政医師が15自治体（22.1），講師不明が13自治

体（19.1），保健所職員が12自治体（17.6），感

染症専門医が 8 自治体（11.8），行政・医療機関

所属以外の医師，大学職員，病院職員（感染管理認

定看護師かどうか確認できない看護師を含む）が，

それぞれ 4 自治体（5.9）であった。自治体職員，

行政医師，保健所職員のいずれかが講師である自治

体は35自治体（51.5）であった。

川口市を含む HP に研修資料を掲載していた41自

治体（表 3）の説明内容について表 3 に示す。手指

衛生，PPE の着用に関する感染予防，職員の感染

予防・健康管理，COVID-19の特徴については約 9

割の自治体が，高頻度接触面の清拭の方法，陽性者

からの感染予防，清掃，ゾーニングについては約 7

割の自治体が，利用者の健康管理，接触者からの感

染予防と検査等については約 6 割の自治体が，換気

については約 5 割の自治体が説明した。

職員や利用者の健康管理のポイントや感染の早期

探知の方法について，埼玉県12)は，Google フォー

ム，既存のアプリの利用により，職員の体調管理を

経時的に管理する重要性等を説明した。福井県13)

は，「ユニットもしくは施設全体の情報を集約して，

経時的に確認できるツールや担当者も必要」，「全職

員の体温グラフ化」など，情報の集約と職員体温の

グラフ化による感染の探知について説明した。大阪

府14)は，「発熱，風邪症状があればコロナかもしれ

ないと考え検査につなぐため受診を勧奨」，「受診す

る際は施設や病院の職員であることを診察医師に説

明」，「検査で一度陰性が確認された人もその後陽性
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表 自治体の研修の HP への掲載の状況

n＝68

項 目 自治体数

掲載あり 都道府県 40(58.8)

政令指定都市 8(11.8)

中核市 17(25.0)

東京都23区 3(4.4)

研修掲載の
自治体の部門
(重複あり)

福祉部門 51(75.0)

保健所 11(16.2)

感染症部門 6(8.8)

その他 4(5.9)

研修の実施方法
(重複あり)

オンデマンド 45(66.2)

資料掲載 41(60.3)

Web 25(36.8)

対面での研修会開催 23(33.8)

開催形式不明 9(13.2)

動画アドレスを参加者に
送付

7(10.3)

研修の講師
(重複あり)

感染管理認定看護師 29(42.6)

医療機関の医師 22(32.4)

自治体職員 21(30.9)

行政医師 15(22.1)

講師の職種不明 13(19.1)

保健所職員 12(17.6)

社会福祉施設等の職員 9(13.2)

感染症専門医 8(11.8)

行政・医療機関所属以外
の医師

4(5.9)

大学職員 4(5.9)

病院職員 4(5.9)

その他 5(7.4)
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化する恐れがある」など，職員の有症状時に施設が

留意すべき点について説明していた。京都府および

京都市15)は，「定期的な検温や健康管理の実施頻度

は，継続可能な回数を決定し確実に実施できるよう

にする」，「発熱や呼吸器症状等の症状がある入所者

の情報共有と記録 スタッフ間で情報共有するシス

テムはあるか」，「どのような症状がみられた場合に

隔離や受診するのか明確な基準を決めておく」な

ど，利用者の健康観察を継続し易くすること，有症

状時の受診等の基準による感染の探知を説明した。

 考 察

. 川口市の研修内容に関する考察

オンデマンド研修では参加者が都合のよい時間に

繰り返し受講できる利点があるが，オンデマンド授

業の課題としては，教師と学生が対峙して，問答や

論議を通じて，両者の意見が反映された授業ができ

ないことが指摘されている16)。オンデマンドで実施

した川口市の研修においても，質疑応答がなく，保

健所が施設の疑問点に答えることができなかった。

オンデマンド研修と併用する今後の対面の研修会の

質疑応答などを通じて，疑問点などを確認できるの

ではないかと考えられる。

川口市は，表 2 に示す手指衛生，高頻度接触面の

清拭の方法など，全国の自治体が高い割合で説明し

ている内容についてはもれなく説明していた。さら

に，陽性者等判明時の施設内情報共有およびトイレ

利用時の感染予防，患者発生時のリハビリなど，全

国の自治体が説明している割合が低い項目について

も説明していた。川口市では飛散したウイルスから

感染する可能性を考慮して PPE の着脱を行う場所

を選定し，職員や面会者が適切に PPE を着用する

ことにより，感染する可能性が低くなると考えたた

め，陽性者等の食事介助や入浴介助，面会時の感染

予防や面会制限について説明しなかった。しかしな

がら，感染管理に従事している看護師が病棟の経験

に基づく食事や入浴介助時の感染予防を，施設の職

員が施設の現状を反映した面会時の感染予防や面会

制限を説明すれば，施設の COVID-19を含めた感

染症発生時の対応に役立つのではないかと考えられ

る。

さらに，川口市では，行政医師が，これまでの医

療機関の感染対策の助言の経験や文献から，医療機

関で実際使用されている手指消毒薬の量が不十分で

あること17)，精神病院では患者への配慮から，ナー

スステーションに手指消毒薬を設置するなど制限が

あるなかで実現可能な手指衛生向上策を講じたこ

と18)，COVID-19と同様の感染力があるインフルエ

ンザ19,20)の国内の精神病院での集団感染では，直接

患者と接触がない者にも感染が拡大し，患者の発熱

について把握したことが感染の早期探知につながっ

たこと21)，職員の就業制限の基準を医療機関の感染

対策マニュアルに規定するよう推奨されているこ

と22)を把握していた。そのため，川口市では，医療

機関の院内感染対策の重要なポイントとして認識し

ていた，手指消毒薬の量と目安，設置場所，検査対

象となる接触者の具体例，健康管理票の利用につい

ても説明した。施設に対する COVID-19研修に

は，保健所の医療機関の指導の経験をいかすことが

できると考えられる。また，川口市は，施設に対す

る感染対策の助言の経験から，医療職が少ない施設

では感染の兆候を気づきにくく，利用者の体調の変

化のポイントを示す必要があると考えたため，

COVID-19を疑う基準の作成と職員への周知につい

ても説明した。

施設の感染防止対策の相談先は自施設や併設医療



722

表 HP に研修実施について掲載，研修資料を掲載した自治体

項 目 自治体の区分 自 治 体 名

研修実施について

掲載

都道府県 北海道，青森県，岩手県，宮城県，山形県，福島県，茨城県，栃木県，群馬県，

埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，新潟県，石川県，福井県，山梨県，長野県，

岐阜県，静岡県，愛知県，三重県，滋賀県，京都府，大阪府，奈良県，和歌山県，

鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県，香川県，愛媛県，福岡県，長崎県，

熊本県，大分県，鹿児島県，沖縄県

政令指定都市 大阪市，京都市，横浜市，札幌市，広島市，堺市，岡山市，相模原市

中核市 函館市，山形市．郡山市，川口市，船橋市，豊中市，吹田市，高槻市，八尾市，

明石市，奈良市，鳥取市，倉敷市，福山市，佐世保市，宮崎市，鹿児島市

東京都23区 世田谷区，練馬区，足立区

研修資料を掲載 都道府県 北海道，宮城県，福島県，茨城県，栃木県，群馬県，山形県，埼玉県，福井県，

長野県，岐阜県，静岡県，愛知県，滋賀県，京都府．大阪府．和歌山県，鳥取県，

岡山県，広島県，山口県，香川県，愛媛県，熊本県，大分県，鹿児島県

政令指定都市 大阪市，京都市．横浜市，札幌市，堺市，岡山市

中核市 函館市，郡山市，川口市，船橋市，吹田市，高槻市，鳥取市，福山市

東京都23区 足立区

説明内容（n＝41) 手指衛生 39(95.1)

PPE の着用に関する感染予防 38(92.7)

職員の感染予防・健康管理 37(90.2)

新型コロナウイルスの特徴 36(87.8)

高頻度接触面の清拭の方法 31(75.6)

陽性者からの感染予防 30(73.2)

清掃 28(68.3)

ゾーニング 28(68.3)

利用者の健康管理 24(58.5)

接触者からの感染予防と検査等 24(58.5)

患者の発生状況 22(53.7)

消毒薬の種類・扱い等 22(53.7)

換気 21(51.2)

陽性者等のリネン・衣類の取り扱い 18(43.9)

感染疑い利用者からの感染予防 17(41.5)

陽性者等の食事 16(39.0)

陽性者等の入浴 15(36.6)

面会時の感染予防・面会制限 15(36.6)

職員の感染予防・発生時対応等に関する研修 13(31.7)

陽性者等発生時の関係機関への連絡 13(31.7)

PPE 等の備蓄 13(31.7)

陽性者等の食事介助 12(29.3)

陽性者等の入浴介助 12(29.3)

陽性者等の廃棄物の処理・保管等 11(26.8)

陽性者等判明時の施設内情報共有 10(24.4)

陽性者等のトイレ利用時の感染予防 9(22.0)

人員の確保 8(19.5)

面会・面会者の健康管理 8(19.5)

陽性者等の排泄介助 8(19.5)

BCP の作成 7(17.1)

陽性者等判明時の施設の体制づくり 7(17.1)

患者発生時のリハビリ 6(14.6)

委託業者からの感染予防 5(12.2)

陽性者等の口腔介助 5(12.2)

陽性者等のデイサービス 5(12.2)

陽性者等のレクリエーション 5(12.2)

陽性者等の喀痰吸引 3(7.3)

川口市については，動画資料のみ掲載。

722 第70巻 日本公衛誌 第10号 2023年10月15日



723723第70巻 日本公衛誌 第10号2023年10月15日

機関に限定されているという報告がある23)ことか

ら，施設対象の研修においては，地域全体の感染症

の発生状況や感染対策の課題を把握している保健所

が，その知見に基づいた感染対策を説明すること

が，クラスター予防に重要と考えられる。

国は地域の課題を反映した施設の感染対策につい

て示していない10,11)が，川口市は，施設対象の研修

において，地域の課題の対応策を含めた感染対策を

説明するとともに，健康管理票や体温測定のタイミ

ングなど，具体的な感染対策の情報を提供した。施

設は，川口市の研修内容を参考に感染対策マニュア

ル作成や改訂ができるようになり，感染対策の体制

が整備されたと予想される。

. 全国の自治体の研修内容等に関する考察

厚生労働省は10,11)，COVID-19に関して，感染を

疑う利用者を早期に把握できるようにすること，職

員に発熱等の症状が認められる場合には出勤しない

ことなどの健康管理のポイントを示している。しか

しながら，栃木県内の調査23)においては，施設ごと

の基準で発熱者が勤務を行う可能性のある施設が

22.7，発熱はないが呼吸器症状がある職員がマス

ク着用するなどして出勤している施設が43.8で

あった。

また，施設の感染管理に関する立入指導報告書24)

では，保健所が，老人保健施設に保健所の技術職員

が立入検査に同行し立入指導を行う効果として，入

所者の健康状態の観察の方法の周知，感染症施設内

報告体制の整備について効果があると思われると調

査に回答したとの記載があった。日本看護協会は，

施設では感染管理に関する苦手意識や不安な思いが

大きいことを配慮した関わりが重要であると提言

し，専門家や医療職の不在に起因する施設における

感染管理の難しさを指摘している25)。今回の検討で

は，利用者の健康管理について説明したのは約 6 割

の自治体だったが，専門的知識をもつ都道府県等の

本庁や保健所などは，専門家等が不在の施設の感染

対策の研修において，利用者の健康管理について説

明すべきであると考えられる。

イタリア26)では，職員の手指衛生や標準予防策，

PPE の研修実施などの施設の感染対策が確立され

ていても，COVID-19の患者の罹患率に影響しな

かった。他の文献においても，介護を小グループに

わけて行う施設のほうが COVID-19患者が発生し

なかった27)というのもあれば，感染対策が行われて

いなくても COVID-19の発生に影響しない28)とい

うのもあった。施設における感染拡大防止策とし

て，機械換気と自然換気の併用が推奨されている29)

が，転落防止のため，施設の窓には解放制限ストッ

パーが設置され30)，十分な換気ができない可能性も

ある。また，施設の換気の改善の具体的方法が示さ

れている31)ものの，COVID-19と換気をキーワード

に検索した結果，換気の改善が感染拡大防止につな

がった事例は見当たらなかった。以上の知見から，

施設の感染拡大防止策については，接触や飛沫感染

対策，換気に加えて，以前から施設で導入され，感

染の早期探知についてエビデンスがある利用者の健

康管理の手法5)について，研修において説明すべき

であると考えられる。

施設や医療機関では，病状悪化の指標となる検査

値や症状を記載したチェックリストなどが，介護や

医療の内容の決定をサポートするツールとして利用

されている5)。それらのツールにより，高齢者の典

型的でない兆候や症状をモニタリングし，感染を早

期に探知し，手遅れにならないように医療につなげ

ている。また，海外では，アプリ32)を利用した早期

探知についての検討がなされている。Carey6)ら

は，リスクの高い利用者の感染の早期探知を改善す

る必要があり，体温の変化や健康観察の内容を評価

し，介護内容決定をサポートするツールにより，改

善の機会があるとしている。一部の自治体の感染の

早期探知の手法7,12～15)は，アプリ等による早期探知

の方法5,32)とは別の手段として，感染拡大防止に役

立つことも期待できると考えられるが，エビデンス

は明らかでなく，効果について評価すべきと考えら

れる。

栃木県内の調査23)では，120施設のうち，困った

ときに感染防止対策を確認する相談相手が保健所と

回答したのは12施設に過ぎなかった。保健所等の行

政機関は，実地指導や研修会などで，施設の感染対

策の実際の状況を把握している。今回の検討では，

研修への自治体職員，行政医師や保健所職員の研修

への関与はそれぞれ，30.9，22.1，17.6だっ

たが，その経験や知識を生かして，研修会の機会な

どを通じ，日頃から，施設の感染対策について助言

を行っていくことも，感染対策の向上には重要だと

考えられた。一部の自治体24)では，保健所が定期的

に施設の感染対策等の指導を行っている。感染症発

生のない平時から，感染予防の指導を行っていれ

ば，感染拡大防止につながると考えられるため，定

期的に施設の感染対策の指導を行うことが望まれる。

研修に関する HP 掲載部門は75が福祉部門で

あった。福祉部門主催の研修では，保健所等の感染

対策の知見が説明されない可能性もあるので，保健

と福祉の両部門の情報共有が必要であると考えられ

る。

本検討は，自治体 HP に資料が掲載されていた研
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修内容のみを対象としたため，掲載されていない自

治体については検討できなかった。しかしながら，

自治体の施設対象の感染対策に関する情報提供にお

いて，職員と利用者の健康管理，エビデンスのある

感染の早期探知を説明すること，保健所が地域の施

設の感染対策の課題と知見に基づいた情報提供を行

うことがクラスター予防に重要であることを示すこ

とができたのではないかと考えている。

COVID-19の施設内クラスターでは，職員の居住

する地域の感染者数や公共交通機関の利用が多いほ

ど利用者の死亡が多く33)，職員の複数施設勤務がア

ウトブレイクに影響している34)との報告がある。こ

のように，職員が施設内の COVID-19の感染拡大

に関係しているため，研修の効果については，職員

の健康管理に関する指標を利用して評価すべきと考

えられる。具体的には，施設の感染対策マニュアル

などに，職員の体温測定実施，健康状態の把握，就

業制限の実施や解除，有症状時の報告体制などの健

康管理の指標について，研修後に適切に規定された

かどうか評価することが考えられる。

 お わ り に

COVID-19感染症を受け，自治体の施設対象の研

修や海外の事例を収集整理し，検討したところ，施

設対象の研修において，職員と利用者の健康管理や

エビデンスのある感染の早期探知について説明する

ことが必要であること，行政が施設等との関わりか

ら得られた知見を活用して，地域の感染対策の課題

を踏まえた説明をすることが重要であることが示唆

された。自治体においては，今後，研修の際に施設

にアンケートを実施するなど，研修効果について検

討することが望まれる。

本研究に関し，開示すべき COI 状態はない。
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Report on COVID-19 infection prevention and control training sessions for care

homes provided by Kawaguchi city and comparison with those provided by the local

governments in Japan
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Objectives We compared COVID-19 prevention and control information provided to care homes (CHs)

by the Kawaguchi City public health center (PHC), which utilizes our precedent advice on nfec-

tion, with the information from several local governments (LGs) in Japan. This study aimed to

highlight the role of LG-associated doctors in providing information to CHs, utilizing their prece-

dent advice on infection control in CHs and medical facilities. This study analyzed the sector and

type of information the LGs should provide to CHs to prevent and control COVID-19.

Methods We compared training sessions on COVID-19 prevention and control information provided to

CHs by the Kawaguchi City PHC with training sessions oŠered by several other LGs in Japan that

are available on their websites.

Results The Kawaguchi City PHC has been providing COVID-19 information to CHs when needed, in-

cluding prevention and control information, through their doctors, utilizing our precedent advice on

infection control, management of health conditions of staŠ and residents, and early detection of

COVID-19. In contrast, 68 LGs announced that they have provided training sessions to CHs for the

prevention and control of COVID-19 through their o‹cial homepages from March to September

2022. These training sessions involved information dissemination by infection control specialist

nurses (42.6), clinic or hospital doctors (32.4), infection control specialist doctors (11.8),

and staŠ from LG headquarters, PHC, or LG-associated doctors (51.5). Among the 68 LGs, 41

provided information that included hand hygiene (95.1), personal protective equipment

(92.7), proper ventilation (51.2), and management of staŠ (90.2) and resident (58.5)

health conditions. Furthermore, Kawaguchi City PHC and several LGs provided information for

the early detection of COVID-19.

Conclusion We suggest that LGs provide COVID-19 training sessions conducted by LG doctors that in-

clude management of staŠ and resident health conditions, provision of early detection information,

and utilization of precedent advice on infection in CHs and medical facilities.

Kawaguchi City Public Health Center
2Saitama Prefectural University


